
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

医
薬
品
、
医
療
機
器
、
再
生
医
療
等
製
品
等
の
安
全
か
つ
迅
速
な
提
供
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
最
新
の
知
見
に
基
づ
く

内
容
が
記
載
さ
れ
た
添
付
文
書
の
届
出
義
務
の
創
設
等
の
安
全
対
策
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
、
医
療
機
器
の
登
録
認
証
機

関
に
よ
る
認
証
範
囲
の
拡
大
、
再
生
医
療
等
製
品
の
条
件
及
び
期
限
付
承
認
制
度
の
創
設
等
の
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等

製
品
の
特
性
を
踏
ま
え
た
規
制
を
構
築
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二

薬
事
法
の
一
部
改
正

一

題
名
に
関
す
る
事
項

薬
事
法
の
題
名
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ

と
。
（
題
名
関
係
）

二

医
薬
品
等
の
安
全
対
策
の
強
化
に
関
す
る
事
項

１

薬
事
法
の
目
的
に
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
「
医
薬
品
等
」

と
い
う
。
）
の
使
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行
う
旨
を
明
記



す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

２

国
、
都
道
府
県
等
、
医
薬
品
等
関
連
事
業
者
等
、
医
薬
関
係
者
及
び
国
民
に
対
し
、
医
薬
品
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
等
に
関
す
る
責
務
又
は
役
割
を
課
す
こ
と
。
（
第
一
条
の
二
か
ら
第
一
条
の
六
ま
で
関
係
）

３

医
薬
品
等
は
、
こ
れ
ら
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
（
以
下
「
添
付
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に

、
当
該
医
薬
品
等
に
関
す
る
最
新
の
論
文
そ
の
他
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
用
法
、
用
量
そ
の
他
使
用
及
び

取
扱
い
上
の
必
要
な
注
意
等
（
以
下
「
添
付
文
書
等
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
五

条
の
三
関
係
）

４

医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機

器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
の
う
ち
使
用
及
び
取

扱
い
上
の
必
要
な
注
意
等
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
届
出
を
し
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
当
該
添
付
文
書
等
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
二
条
の
二
、
第
六
十
三
条
の
三
及
び
第
六
十
五
条
の
四
関
係
）



５

医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
医
薬
関
係
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
副
作
用
そ
の
他
の
事
由

に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
の
発
生
等
を
知
っ
た
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
情
報
の
整
理
を

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
機
構
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
八
条
の
十
、
第
六
十
八

条
の
十
二
及
び
第
六
十
八
条
の
十
三
関
係
）

６

医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
す
る
医
薬
品
等
を
回
収
す
る
と
き
は
、
回
収
に
着
手
し
た
旨

に
加
え
、
回
収
の
状
況
に
つ
い
て
も
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
八
条
の
十
一
関
係
）

７

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

三

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
特
性
を
踏
ま
え
た
規
制
の
構
築
に
関
す
る
事
項

１

定
義
に
関
す
る
事
項

「
医
療
機
器
」
の
定
義
に
、
人
若
し
く
は
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
若
し
く
は
予
防
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
、
又
は

人
若
し
く
は
動
物
の
身
体
の
構
造
若
し
く
は
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子

計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
及



び
こ
れ
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
加
え
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

２

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
等
に
関
す
る
事
項

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
に
関
す
る
事
項

(一)
イ

業
と
し
て
、
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
（
設
計
を
含
む
。
以
下
こ
の
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
製
造
所
ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
仕
組
み
を
改
め
、
製
造
所
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
、
組
立
て
、
滅
菌

等
を
す
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
し

よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
の
三
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
四
関
係

）
ロ

医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
若
し
く
は
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当

該
承
認
若
し
く
は
認
証
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
又
は
認
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
物
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基



準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
厚

生
労
働
大
臣
又
は
登
録
認
証
機
関
は
、
当
該
承
認
又
は
認
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
特
性

そ
の
他
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
二

十
三
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

①

医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
若
し
く
は
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は

当
該
承
認
若
し
く
は
認
証
を
受
け
た
者
が
既
に
ハ
の
基
準
適
合
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
と
き
。

②

①
の
基
準
適
合
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
全
て
の
製
造
所
（
当
該
医
療
機

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
滅
菌
等
の
み
を
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
②
及
び
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
同
一
の
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
る
と
き
。

ハ

厚
生
労
働
大
臣
又
は
登
録
認
証
機
関
は
、
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
又
は
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又



は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
、
当
該
基
準
に
該
当
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
基
準
適
合
証
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
の
六
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の

二
十
四
関
係
）

①

当
該
承
認
又
は
認
証
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

②

当
該
承
認
若
し
く
は
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
当
該
承
認
若
し
く
は
認
証
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売

を
し
、
又
は
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
①
の
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
同
一
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
に
属
す
る
も
の
（
①
の
医
療
機
器
又
は
体
外

診
断
用
医
薬
品
を
製
造
す
る
全
て
の
製
造
所
と
同
一
の
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
再
審
査
及
び
再
評
価
の
仕
組
み
を
改
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
・
食

品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
き
製
造
販
売
の
承
認
を
受

け
た
者
又
は
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働



大
臣
の
使
用
成
績
に
関
す
る
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
の
九
関

係
）

登
録
認
証
機
関
に
関
す
る
事
項

(二)
イ

厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
製
造
販

売
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
組
み
の
対
象
か
ら
、
登
録
認
証
機
関
に
よ
る
製
造
販
売
の
認
証
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
組
み
の
対
象
に
改
め
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
関
係
）

ロ

厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

（
以
下
「
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
販
売
の
認
証
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併

又
は
分
割
（
当
該
品
目
に
係
る
資
料
及
び
情
報
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
等

は
、
当
該
認
証
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
認
証
を
受
け
た
者
が
そ
の
地

位
を
承
継
さ
せ
る
目
的
で
当
該
品
目
に
係
る
資
料
及
び
情
報
の
譲
渡
し
を
し
た
と
き
は
、
譲
受
人
に
つ
い
て
も
、

同
様
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
三
の
二
関
係
）

ハ

厚
生
労
働
大
臣
は
、
登
録
認
証
機
関
と
し
て
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
認
証
を
行
お
う
と
す
る
者
か



ら
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
、
当
該
申
請
が
登
録
の
要

件
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第

二
十
三
条
の
六
第
二
項
関
係
）

ニ

登
録
認
証
機
関
は
、
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
認
証
の
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
当
該
認
証
の

業
務
の
開
始
前
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の

十
関
係
）

ホ

厚
生
労
働
大
臣
は
、
登
録
認
証
機
関
が
認
証
の
取
消
し
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
等
は

、
当
該
登
録
認
証
機
関
に
対
し
、
当
該
認
証
の
取
消
し
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
十
一
の
二
関
係
）

ヘ

厚
生
労
働
大
臣
は
、
登
録
認
証
機
関
が
、
公
正
に
、
か
つ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法

に
よ
り
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
認
証
の
審
査
を
行
わ
な
い
と
き
等
は
、
当
該
登
録
認
証
機
関
の
登
録

を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
認
証
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
十
六
第
二
項
関
係
）



章
の
区
分
に
関
す
る
事
項

(三)

及
び

の
ほ
か
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
等
に
つ
い
て
、
医
薬
品
、

(一)

(二)

医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
に
係
る
規
定
と
章
を
区
分
し
て
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第

五
章
関
係
）

３

医
療
機
器
の
貸
与
業
に
関
す
る
事
項

高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
（
以
下
「
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

(一)
、
営
業
所
ご
と
に
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
貸
与
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、

業
と
し
て
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
を
無
償
で
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
関
係
）

管
理
医
療
機
器
（
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
を
業
と
し
て
無
償
で
貸
与
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら

(二)
か
じ
め
、
営
業
所
ご
と
に
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
の
三
関
係
）

４

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
に
関
す
る
事
項

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
等
が
、



医
師
、
薬
剤
師
、
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
等
に
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
又
は

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
提
供
す
る
時
に
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
二
の
３
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診

断
用
医
薬
品
は
、
添
付
文
書
等
に
、
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

。
（
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
関
係
）

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
が
、
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
添

(一)
付
文
書
等
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
と
き
。

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
貸
与
し
、
授
与
し
、
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供

(二)
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
添
付
文
書
等
に
添
付
文
書
等
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
医
療

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
購
入
し
、
借
り
受
け
、
譲
り
受
け
、
又
は
電
子
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
の
承
諾
を
得
て
い
る
と
き
。

５

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



四

再
生
医
療
等
製
品
の
特
性
を
踏
ま
え
た
規
制
の
構
築
に
関
す
る
事
項

１

定
義
に
関
す
る
事
項

「
再
生
医
療
等
製
品
」
に
つ
い
て
、
次
の
物
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
九
項
関

係
）

次
の
医
療
又
は
獣
医
療
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
の
う
ち
、
人
又
は
動
物
の
細
胞
に
培
養
そ

(一)
の
他
の
加
工
を
施
し
た
も
の

イ

人
又
は
動
物
の
身
体
の
構
造
又
は
機
能
の
再
建
、
修
復
又
は
形
成

ロ

人
又
は
動
物
の
疾
病
の
治
療
又
は
予
防

人
又
は
動
物
の
疾
病
の
治
療
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
の
う
ち
、
人
又
は
動
物
の
細
胞
に
導

(二)
入
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
体
内
で
発
現
す
る
遺
伝
子
を
含
有
さ
せ
た
も
の

２

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
に
関
す
る
事
項

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
品
目
ご
と
に
そ
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
の
厚
生
労
働
大

(一)
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品



の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
の
審
査
の
結
果
、
そ
の
物
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

承
認
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
き
、
外
国
に
お
い
て
そ

の
製
造
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
十
五
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
関

係
）

イ

申
請
に
係
る
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
。

ロ

申
請
に
係
る
効
能
、
効
果
又
は
性
能
に
比
し
て
著
し
く
有
害
な
作
用
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
生
医
療
等
製

品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ハ

イ
又
は
ロ
の
場
合
の
ほ
か
、
再
生
医
療
等
製
品
と
し
て
不
適
当
な
も
の
に
該
当
す
る
と
き
。

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

(二)
す
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、

の
イ
及
び
ロ
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
・
食
品
衛

(一)

生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
条
件
及
び
七
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の

期
限
を
付
し
て
そ
の
品
目
に
係
る

の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
十

(一)

六
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
関
係
）



イ

申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
が
均
質
で
な
い
こ
と
。

ロ

申
請
に
係
る
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
有
す
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

申
請
に
係
る
効
能
、
効
果
又
は
性
能
に
比
し
て
著
し
く
有
害
な
作
用
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
再
生
医
療
等
製
品

と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た

の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
期
限
内
に

(三)

(二)

(一)

改
め
て

の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の

(一)

三
十
七
第
五
項
関
係
）

か
ら

ま
で
の
ほ
か
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
に
つ
い
て
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、

(四)

(一)

(三)

化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
等
に
係
る
規
定
と
章
を
区
分
し
て
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及

び
製
造
業
と
同
様
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
六
章
関
係
）

３

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
対
策
に
関
す
る
事
項

再
生
医
療
等
製
品
を
取
り
扱
う
医
療
関
係
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
そ
の
他
再
生
医
療
等

(一)
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
対
象
者
に
対
し
適
切
な



説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
て
当
該
再
生
医
療
等
製
品
を
使
用
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第

六
十
八
条
の
四
関
係
）

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
は
、
再
生
医
療
等
製
品
を
譲
り
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所
等
を
記
録
し
、
か

(二)
つ
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
再
生
医
療
等
製
品
を
取
り
扱
う
医
療

関
係
者
は
、
そ
の
担
当
し
た
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
の
対
象
者
の
氏
名
、
住
所
等
を

記
録
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
八
条
の
七
関
係
）

及
び

の
ほ
か
、
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
、
生
物
由
来
製
品
の
安
全
対
策
と
同
様
の
規
定
を

(三)

(一)

(二)

設
け
る
こ
と
。
（
第
十
一
章
関
係
）

４

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

五

医
薬
品
等
で
あ
っ
て
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
人
用
の
医
薬
品

等
に
係
る
今
回
の
改
正
に
準
ず
る
必
要
な
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
三
条
及
び
第
八
十
三
条
の
二
の
二

か
ら
第
八
十
三
条
の
五
ま
で
関
係
）



六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

食
品
衛
生
法
の
一
部
改
正

一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の

（
以
下
「
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
」
と
い
う
。
）
が
使
用
さ
れ
た
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
生
産
物
に
つ
い
て
食

用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
を
定
め
る
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
動

物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
構
成
細
胞
、
導
入
遺
伝
子
等
に
関
す
る
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

予
防
接
種
法
の
一
部
改
正

一

病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
医
師
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
が
当
該
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受

け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
状
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
機
構
に
情
報
の
整
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
機
構
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
三
項
関
係
）



二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
五

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

採
血
事
業
者
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
と
す
る

目
的
で
採
血
す
る
場
合
は
、
業
と
し
て
、
人
体
か
ら
採
血
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
六

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
の
一
部
改
正

一

再
生
医
療
等
製
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
、
副
作
用
救
済
給
付
の
対
象
に
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条
関
係
）

二

再
生
医
療
等
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
、
感
染
救
済
給
付
の
対
象
に
加
え
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
七

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日



こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

経
過
措
置
等

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
百
一
条
ま
で
関
係
）


